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規

則

大
分
県
の
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一

技
能
労
務
職
員
の
給
与
及
び
旅
費
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一

大
分
県
看
護
師
等
修
学
資
金
貸
与
条
例
施
行
規
則
の
一
部
改
正
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一

青
少
年
の
健
全
な
育
成
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
改
正
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一

大
分
県
収
入
証
紙
取
扱
規
則
の
一
部
改
正
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二

大
分
県
の
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
三
十
年
三
月
三
十
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

大
分
県
規
則
第
五
号

大
分
県
の
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

大
分
県
の
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
平
成
十
二
年
大
分
県
規
則
第
六
十
二
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
の
一
の
項
中
「
十
八
の
項
」
を
「
十
九
の
項
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
三
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

技
能
労
務
職
員
の
給
与
及
び
旅
費
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
三
十
年
三
月
三
十
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

大
分
県
規
則
第
六
号

技
能
労
務
職
員
の
給
与
及
び
旅
費
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

技
能
労
務
職
員
の
給
与
及
び
旅
費
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
二
年
大
分
県
規
則
第
七
十
一
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
条
中
「
及
び
第
五
十
三
条
」
を
「
、
第
五
十
三
条
及
び
第
五
十
五
条
の
三
並
び
に
附
則
第
五
項
か
ら

第
七
項
ま
で
」
に
改
め
、
第
三
号
を
削
り
、
第
四
号
を
第
三
号
と
し
、
第
五
号
を
第
四
号
と
す
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
三
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

大
分
県
看
護
師
等
修
学
資
金
貸
与
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
三
十
年
三
月
三
十
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

大
分
県
規
則
第
七
号

大
分
県
看
護
師
等
修
学
資
金
貸
与
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

大
分
県
看
護
師
等
修
学
資
金
貸
与
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
七
年
大
分
県
規
則
第
七
十
二
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
中
第
十
号
を
第
十
一
号
と
し
、
第
九
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

十

介
護
保
険
法
第
八
条
第
二
十
九
項
に
規
定
す
る
介
護
医
療
院
（
看
護
職
員
が
従
事
す
る
場
合
に
限

る
。
）

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
三
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

青
少
年
の
健
全
な
育
成
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
三
十
年
三
月
三
十
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

大
分
県
規
則
第
八
号

青
少
年
の
健
全
な
育
成
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

青
少
年
の
健
全
な
育
成
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
一
年
大
分
県
規
則
第
六
十
九
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
六
条
の
二
中
第
一
号
を
削
り
、
第
二
号
を
第
一
号
と
し
、
第
三
号
を
削
り
、
同
条
第
四
号
中
「
青
少
年

有
害
情
報
フ
ィ
ル
タ
リ
ン
グ
サ
ー
ビ
ス
」
の
下
に
「
（
条
例
第
二
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
青
少
年
有
害

情
報
フ
ィ
ル
タ
リ
ン
グ
サ
ー
ビ
ス
を
い
う
。
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
を
、
「
申
出
」
の
下
に
「
又
は
青

少
年
有
害
情
報
フ
ィ
ル
タ
リ
ン
グ
有
効
化
措
置
（
条
例
第
二
十
二
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
青
少
年
有
害

平

成

三

十

年

号

外

二
一

三

月

三

十

日

( 金 曜 日 )
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平
成
三
十
年
三
月
三
十
日

大
分
県
報
号
外
（
規
則
）

一
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指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
者
指
定
申

請
手
数
料

指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
者
指
定
更

新
申
請
手
数
料

指
定
介
護
療
養
型
医
療
施
設
指
定
申

請
手
数
料

介
護
医
療
院
開
設
許
可
申
請
手
数
料

介
護
医
療
院
変
更
許
可
申
請
手
数
料

介
護
医
療
院
許
可
更
新
申
請
手
数
料

に
改
め
、
同
表
の
建
築
基
準
法
関
係
事
務
の
項
中
「
建
ぺ
い

情
報
フ
ィ
ル
タ
リ
ン
グ
有
効
化
措
置
を
い
う
。
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
講
ず
る
こ
と
を
希
望
し
な
い
旨

の
申
出
」
を
加
え
、
「
書
面
」
を
「
書
面
等
」
に
改
め
、
同
号
を
同
条
第
二
号
と
す
る
。

第
六
条
の
三
の
見
出
し
中
「
申
出
」
を
「
申
出
等
」
に
、
「
書
面
」
を
「
書
面
等
」
に
改
め
、
同
条
第
三

号
中
「
条
例
第
二
十
二
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
携
帯
電
話
端
末
等
」
を
「
青
少
年
が
安
全
に
安
心
し
て

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
で
き
る
環
境
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
年
法
律
第
七
十
九
号
）
第
二

条
第
七
項
に
規
定
す
る
携
帯
電
話
端
末
等
を
い
う
。
）
の
番
号
又
は
青
少
年
有
害
情
報
フ
ィ
ル
タ
リ
ン
グ
有

効
化
措
置
を
講
ず
る
こ
と
を
希
望
し
な
い
特
定
携
帯
電
話
端
末
等
（
条
例
第
二
十
二
条
の
三
第
二
項
に
規
定

す
る
特
定
携
帯
電
話
端
末
等
」
に
改
め
る
。

第
六
条
の
四
（
見
出
し
を
含
む
。
）
中
「
携
帯
電
話
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
接
続
役
務
提
供
事
業
者
」
を
「
携

帯
電
話
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
接
続
役
務
提
供
事
業
者
等
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

大
分
県
収
入
証
紙
取
扱
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
三
十
年
三
月
三
十
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

大
分
県
規
則
第
九
号

大
分
県
収
入
証
紙
取
扱
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

大
分
県
収
入
証
紙
取
扱
規
則
（
昭
和
五
十
年
大
分
県
規
則
第
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。別

表
の
介
護
保
険
法
関
係
事
務
の
項
中

「

を
削
り
、

」

「

を
」

「

」

率
」
を
「
建
蔽
率
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
三
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

平
成
三
十
年
三
月
三
十
日

大
分
県
報
号
外
（
規
則
）

二


